
◆ 経 営 者 様 か ら 総 務・広 報 担 当 者 の 皆 様 に お 聞 き 頂 き た い セ ミ ナ ー の ご 案 内 で す ◆  
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フリガナ                         

事業所名                      
     フリガナ                 フリガナ               ＊２名様まででお願いいたします 

お名前                          ，              参加人数     名様 
      〒 

ご住所 
 

電話番号                 FAX 
 

E-MAIL              ＠ 

定期セミナー等のご案内（メルマガ登録）について，［ 今後も案内を送っても良い ・ 今後の案内は不要 ］ 

お問い合わせ先／主催  新潟第一法律事務所  理事長  和田  光弘  
TEL:0120-15-4640 FAX:025-280-1552  URL:www.n-daiichi-law.gr.jp 

                             

 

事業所として知っておきたい著作権法  
～安全に利用するための著作権法の境界線～  

昨年，オリンピックのエンブレムで話題となった著作権ですが，フリー素材を利用したのに損害賠償を求

められる場合や，SNS 上での写真や記事の引用により著作権侵害が生じる場合など，様々な著作権を巡る

問題があります。 

一度でも「これって著作権大丈夫なの？」と疑問に思ったことがある方は必聴です。 

参加ご希望の方は，本用紙に所定事項をご記入の上，FAX にて 2／15（月）までにお申し込みください（先

着 20 名様限定）。なお参加費は，当日，会場にて申し受けます。 

セ ミ ナ ー お 申 込 書  FA X : 0 2 5 - 2 8 0 - 1 5 5 2  ※2/15 までにお申し込みください 

 

新潟県弁護士会所属  

ひとつでも当てはまる方は是非ご参加ください ! !  

新潟県弁護士会所属  

講師  

弁護士  橘 里香 

講 師▶弁護士・弁理士 中川正一  

20 名様限定 弁護士法人新潟第一法律事務所・主催ニピイ共催・株式会社サーティファイ後援 

 

日 時▶2 月16 日（火）15:00-16:30 

00 会 場▶技術士センタービル I 8 階 A 会議室 
新潟市中央区新光町 10 番地 2 

 

参加費▶4,000 円 ＊顧問先の皆様は 2,000 円（すべて税込） 

対 象▶経営者様から総務・広報担当者の皆様にオススメです 

  会社のチラシや SNS に，他社の記事やデザインを参考にして問題ない？  

  社内であれば HP や書籍のコピーの配布は私的使用として許される？  

  転載・引用 OK？著作権フリーの場合は？正しいルールが知りたい！  

  デザインや記事が無断で使用されているが，どうしたら良いか分からない…。 

第 6７ 回 ・ 定 期 セ ミ ナ ー の ご 案 内  

 

橘里香弁護士（新潟県弁護士会所属），沖縄県那覇市出身。青山学院大学法科大学院修了。  

新潟県内最大規模の法律事務所である新潟第一法律事務所所属。 

同事務所において，離婚や相続などの家事問題のほか，著作権問題について多く取り扱う。  

 

講師紹介  


